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温泉観光地の類型別にみる
⼊湯税の運⽤実態に関する研究



温泉観光地では,⽇帰り温泉施設の増加,旅⾏形態の変化,インバウンドの増加など
により様々な問題が⽣じている1)

1)観光庁(2021.22)「観光を取り巻く現状及び課題等について」
2)公益社団法⼈⽇本交通公社(2018)「インバウンド時代の観光振興財源」観光⽂化,238号,pp.43-49
3)総務省(2024)「法定外税の状況」

全国的な⼊湯税の運⽤実態の傾向を分析することは
⼊湯税の運⽤上の課題や各温泉観光地が使途の充当割合を決定する上で役⽴つ

全国の温泉観光地を対象に「観光⼊込客数」や「温泉以外の観光資源数」などの
観光地特性を表す指標を⽤いて,温泉観光地を類型化
類型ごとに⼊湯税の使途の公開状況や各使途への充当割合などを調査

温泉観光地の類型ごとに⼊湯税の運⽤実態を明らかにする

温泉観光地の活性化には,⾃⽴的・安定的な観光振興のための財源確保が重要である2)

財源確保の⼿段として,宿泊税などの法定外⽬的税や協⼒⾦などが挙げられるが
多くの温泉観光地で導⼊・運⽤されているのは⼊湯税のみ3)

1. 研究の背景

2. 研究の⽬的

⼊湯税 鉱泉浴場における⼊湯⾏為に課す⽬的税であり, 4つの使途が
定められているが,各使途への充当割合は⾃治体によって異なる



3. 研究の対象
本研究で対象とする温泉観光地

⼊湯税を課税しており,かつ温泉資源・温泉施設がともに充実している市区町村

源泉総数と温泉施設数には正の相関があり,源泉総数が多い市区町村ほど
温泉施設数が多い
源泉総数と温泉施設数がともに平均以上の市区町村は全体の16.4％(163市区町村)
⇒163市区町村を本研究の対象とする

図1 源泉総数と温泉施設数の分布

温泉資源
の充実度 源泉総数

温泉利⽤宿泊施設数温泉施設
の充実度 温泉利⽤公衆浴場数
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4. 温泉観光地の類型化
4-1 主成分分析による観光地特性の把握
観光地特性を表す10指標を⽤いて
主成分分析を⾏った
⇒固有値1.0以上の3つの主成分を抽出
【第1主成分】
主成分得点が⾼い市区町村ほど
観光⼊込客数・宿泊客数・⼈⼝が多く,
温泉以外にも観光資源を豊富に有している
⇒「観光地の規模」と解釈
【第2主成分】
主成分得点が⾼い市区町村ほど
源泉総数が多く,温泉施設も充実している
⇒「温泉資源・温泉施設の充実度」と解釈
【第3主成分】
主成分得点が⾼い市区町村ほど
宿泊する観光客の割合が⾼く,
⻑期的に滞在する観光客の割合が⾼い
⇒「滞在志向性」と解釈

5)総務省「令和2年国勢調査」
6)公益社団法⼈⽇本観光振興協会「デジタル観光統計オープンデータ」
7)公益社団法⼈⽇本観光振興協会「観光予報プラットフォーム」
8)公益財団法⼈⽇本交通公社「観光資源台帳」
9)環境省「令和4年度温泉利⽤状況」

表2 主成分分析の結果

指標 出典番号 算出⽅法 年度
⼈⼝(⼈) 5) ー 2020年

観光⼊込客数(⼈) 6) ー 2022年
宿泊客数(⼈) 7) ー 2022年

宿泊率 6)7) 宿泊客数/観光⼊込客数 2022年
連泊率 7) 2泊以上した宿泊客数/宿泊客数 2022年

温泉以外の観光資源数(件) 8) ー 2017年
源泉総数(件) 9) ー 2022年

温泉利⽤宿泊施設数(件) 9) ー 2022年
温泉利⽤公衆浴場数(件) 9) ー 2022年

温泉利⽤宿泊施設率 9) 温泉利⽤宿泊施設数/温泉施設数 2022年

表1 観光地特性の評価指標



4. 温泉観光地の類型化
4-2 観光地特性に基づいた温泉観光地の類型化

【クラスター2】 ⇒「地⽅都市型観光地」
【クラスター3】 ⇒「温泉特化型リゾート観光地」

抽出された3つの主成分の主成分得点を⽤いてクラスター分析を⾏った
⇒160市区町村を6つのクラスターに分類
【クラスター1】 ⇒「都市型観光地」
  第1主成分が正の値になるほど,
  観光⼊込客数・⼈⼝・温泉以外の観光資源数など
  が多く,観光地としての規模が⼤きい

【クラスター4】 ⇒「中規模滞在型温泉観光地」
【クラスター5】 ⇒「⽴ち寄り型温泉観光地」
【クラスター6】 ⇒「⼩規模温泉観光地」

表3 クラスター分析の結果

10) クラスター3
別府温泉

10) https://beppu-tourism.com/
11) https://www.kusatsu-onsen.ne.jp/kankou/1004.php

11) クラスター4
草津温泉



⼊湯税の使途の公開状況,各使途への充当割合,税率,⼊湯税収⼊額を類型ごとに整理した

5. 温泉観光地の類型ごとの⼊湯税の運⽤実態

⼊湯税の使途の公開は依然として重要な課題である
多くの温泉観光地で⼊湯税が観光振興の財源として活⽤されている
温泉資源の持続可能な利⽤に対する⼊湯税の活⽤が不⼗分である

表4 類型ごとの⼊湯税の運⽤実態

⼀律 ：宿泊客と⽇帰り客に対する税率が⼀律である市区町村
宿泊客 ⾼：宿泊客に対する税率が⽇帰り客より⾼く設定されている市区町村

鉱泉源の保護管理施設の整備
への充当割合の平均値は

わずか1.0％

観光の振興への充当割合の
平均値は75.1％

⼊湯税の使途を公開していた
市区町村は全体の半数以下



5. 温泉観光地の類型ごとの⼊湯税の運⽤実態

表4 類型ごとの⼊湯税の運⽤実態

⼀律 ：宿泊客と⽇帰り客に対する税率が⼀律である市区町村
宿泊客 ⾼：宿泊客に対する税率が⽇帰り客より⾼く設定されている市区町村

⼊湯税の使途の公開状況,各使途への充当割合,税率,⼊湯税収⼊額を類型ごとに整理した

【クラスター1・クラスター3】
⼊湯税収⼊額の最⼤値・平均値・最⼩値がともに⾼く,⼊湯税を観光の振興よりも
観光客の受け⼊れ環境の整備や防災のために充当している



5. 温泉観光地の類型ごとの⼊湯税の運⽤実態

表4 類型ごとの⼊湯税の運⽤実態

⼀律 ：宿泊客と⽇帰り客に対する税率が⼀律である市区町村
宿泊客 ⾼：宿泊客に対する税率が⽇帰り客より⾼く設定されている市区町村

⼊湯税の使途の公開状況,各使途への充当割合,税率,⼊湯税収⼊額を類型ごとに整理した

【クラスター3・クラスター4】
他の類型と⽐較して,⼊湯税を基⾦化している割合が⾼い
⇒⼊湯税を有効活⽤しようとする動きがみられる



温泉観光地の類型化

観光地特性を表す指標を⽤いて,温泉観光地を類型化
⇒観光地特性を説明する3つの主成分が抽出され,温泉観光地を

6つのクラスターに分類

温泉観光地の類型ごとの⼊湯税の運⽤実態

全体の半数以上の市区町村で⼊湯税の詳細な使途が⾮公開
⇒使途の公開は依然として重要な課題である

6. 総括

温泉観光地における⼊湯税の各使途への充当割合は,主に観光の振興に集中
鉱泉源の保護管理施設の整備への充当割合は極めて低い

⼊湯税の運⽤実態はクラスターごとに異なっていることが確認できた

今後の課題

現時点では,導⼊が⾮常に限定的ではあるが宿泊税の導⼊に伴い,⼊湯税の各使途への
充当割合に変化が⽣じる可能性がある。したがって,両税の関係性についても詳細な
分析を⾏う必要があると考える。


